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人類の宝「嶺岡牧」 
嶺岡牧は SDGs を超え明るい世界を創る導きの糸だった 

 

近代幕開けのエポックメーキングを記した「嶺岡紀行」 船橋西図書館蔵 
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日本の内発的産業革命遺産である嶺岡牧 

白石  典子  

嶺岡牧スチュワード  

 
 
Ⅰ．はじめに 

 産業革命は 18 世紀にジェームズ・ワットの蒸気機

関の発明によってイギリスで成立した。蒸気機関の動

力を用い，それまでは人力等で行っていた作業を機械

化することで，生産力が飛躍的に向上し経済発展を遂

げ，近代社会を形成するに至った。このような近代化

の動きは，まず欧米諸国で興り，日本においては 1853

年の黒船来航を契機とした外圧と 1867 年徳川幕府の

終焉による封建制度の崩壊。明治政府が取り入れたイ

ギリス式の動力による工業化という過程を経て，近代

化を果たしたとされている。 

江戸時代は鎖国と幕藩体制により封建的で停滞した

社会と捉え，あくまでも明治維新によって欧米の技術

を導入し，急速に近代化を遂げたとする考えが主流を

占める。しかし，社会の発展という視点でみると寛政

年間に徳川幕府の命を受けて行った牧改革の一環とし

て，日本初の乳製品「白牛酪」の製造・販売の仕組み

を作り上げた岩本正倫による産業資本主義の形成を無

視することはできない白石(2019a) 

 岩本は原材料供給・製造・販売の工程を分業化し，

商品の量産と量販化を図り，安定的で持続可能な事業

の仕組みを構築した。仕組み自体が利益を生み出す資

本となって，白牛酪産業は幕府の財政に資するものと

して江戸時代が終わり，明治初期ごろまで継続された。

江戸時代後期の日本は西欧諸国のように動力革命を伴

わないが，内発的な産業革命と言える状態が存在して

いたと言える。 

維持管理に費用がかかり過ぎるとして徳川幕府から

問題視されていた嶺岡牧は，岩本の牧改革以降白牛酪

産業の原材料供給を担う産業の牧としてその存在意義

を確立する。白石(2019b) 

 本報告では，白牛酪産業の重要な要素である白牛の

供給体制に着目する。先行研究としては『白牛御用留』・

『白牛送状』(嶺岡種畜場文書)によって，白牛の繁殖状

況や，嶺岡牧・江戸野馬方役所間で白牛輸送が，行わ

れていたことを明らかにした渡辺誠(1969)があるが，

以降白牛についての研究は進んでいない。 

本報告では，白牛酪産業における原材料供給がどの

ように行われたかを確認するために，地域に残る白牛

に関する記録に注目した。 

まず『御公用方御伝馬人足出方調帳』(千葉市史資料

編3)によって現在の千葉市中央区に位置する旧南生実

村の記録から伝馬人足の仕組みを利用した白牛輸送を

確認する。 

次に，幕府から白牛を預けられていた「預り人」で

ある牧士石井家が記録した『御用差上候白牛覚書』か

ら，具体的な白牛供給の状況を確認する。 

 上記の 2点を踏まえ，白牛酪産業を通して見えてく

る内発的産業革命について明らかにする。 

 

Ⅱ．浜野，曾我野宿における白牛輸送  

江戸後期に始まった白牛酪の製造は江戸雉橋の野馬

方役所の製酪所で行われた。その規模としては，定詰

の製法人(職人)が 22人と，白牛を飼育する者が 1人の

体制で行われ，ひと月(29 日)分の人件費の総額はおよ

そ 13両ほどであった。『白牛製法人幷牛飼之者手当取

調書』-千葉県史料近世篇安房國下-(1956) 

嶺岡牧で飼養している白牛が出産すると(泌乳期間，

母子を一緒に野馬方役所まで輸送し，搾乳して原材料

である牛乳を得る。乳が出なくなると(乾乳期)，嶺岡に

返すという方法をとっていた。 

図 1は嶺岡乳牛試験場文書に収蔵されている「白牛

の送り状」である。子年(嘉永 5)の 6月 21日に野馬方

役所から，街道筋の宿村に対して出された先触れで，

乾乳期で乳が出なくなった白牛を江戸から嶺岡牧士触

頭永井幾右衛門宅まで輸送する為 5泊 6日の予定が組

まれている。内容は白牛 1頭に 3人の牽き人足と飼料

の用意，渡船使用に際しての指示が記されていて，江

戸野馬方役所を出発する前日に関係する宿村に通達さ

れた。嶺岡牧から江戸に送る場合も同様に行った。 
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白牛は図 2 の様に白牛送り状の指示に従い宿村か

ら宿村へ継ぎ送られたとされている。しかし，一方で，

その指示によって実際に継ぎ送りを担った宿村側の記

録を確認するまでには至らなかった。 

  図3は旧南生実村(現在は千葉市中央区南生実町)が

文政 8(1825)年 1 年間に差出した人馬について記録し

た『御公用方御伝馬人足出方調帳』の内容中から白牛輸送

に関するものを抜粋して表にしたものである。南生実

村は蘇我と浜野の間に位置し，伝馬役に際して浜野村

宿，曾我野村宿の両宿に人足を出していた。南生実村

が両宿で行った夫役の内容は，代官所に関する用件，

鷹匠の通行，白牛の順で多く，年間を通じて 11件の白

牛輸送に関係していたことが確認できる。1) 

また，人足の他に時には馬も使用されている事も確

認された。 

浜野，曾我野両宿の人足は浜野，曾我野，南生実村

ばかりではなく，北生実村他近村からも出され，運営

されていた。岩本が幕白牛酪産業を着想した時点で伝

馬役による継送りの仕組みは幕府によって確立されて

おり，その仕組みを利用して白牛の輸送を行った。社

会インフラとしての物流システムを有する社会が年間

に何度も行われる白牛輸送(原材料の供給)を可能にし

ていたことが確認できた。更に供給という点でみると，

出来上がった「白牛酪」は全国 14ヶ所つくられた販売

拠点にも供給されたが，この様に地域への販路拡大も

物流の仕組みによるところが多い。 

 

Ⅲ．白牛の供給体制  

 本章では石井家で預かっていた白牛が出産し，江戸

に送られて搾乳(白牛酪の原材料生産)，乳が出なくなり，

また石井家に戻されるまでを記録した，いわば白牛の管

理簿である『御用差上候白牛覚書』(図 6)に着目する。 

寛政 4(1792)年に岩本正倫によって開始された白牛

酪産業だが，正式に徳川幕府の事業として承認された

のは寛政 10(1798)年で，この年から幕府が倒れる慶応

4(1868)年までの事業期間は 70年となる。『御用差上候

白牛覚書』はその内の 53年間分が記録されていて，70

年間中 75％の期間をカバーしている点から搾乳を目

的として飼養された白牛の稼働実態を長期間確認でき

る貴重な資料といえる。 

 

（１）嶺岡牧の白牛頭数 

先ずここでは，嶺岡牧における白牛飼養頭数の変遷を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜野村 日付 人足 馬
① 2月25日 4
② 4月23日 5 1
③ 4月23日 4 2
④ 6月11日 6 1
⑤ 7月20日 8
⑥ 7月23日 8
⑦ 7月28日 6
⑧ 8月5日 3
⑨ 10月26日 7

曽我野村 日付 人足 馬
① 4月28日 4
② 8月27日 3

泊り 

図 3 文政 8(1825)年『御公用方御伝馬人足出方調帳』
より南生実村における白牛輸送のみ抜粋－ 

6/22新宿 

6/22雉橋発 

6/22八幡町 

6/23馬加村 

 
6/23曾我野村 

6/24八幡村 

6/24姉ヶ崎村 

6/25奈良輪村 

6/25貞元村 

6/26佐貫町 

6/26関村 

6/27金束村 
6/27北風原村着 

昼 休

図 2 白牛輸送経路地図‐グーグルマップ 

図 1 白牛送状(江戸～細野迄)－嶺岡乳牛試験場文書－ 

泊り 
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する。『川名七郎翁遺構』中の白牛頭数記載，『白牛御用

留』中の出生数と死亡数の記載から嶺岡牧の白牛繁殖

数を確認した渡辺(1969)は(図 4)のように白牛頭数が推

移し，増加率は年間 4～5頭と推定している。『白牛御

用留』には文化 5年迄の記載しかなく，その後の頭数

の推移は明治 2年まで確認できないが，渡辺の増加率

で計算すると，文化 5(1808)年から 60年が経過した幕

末までには 340頭を超える白牛がいたのではないかと

想定される。しかし増加率を計算する根拠となる期間

が文化 2年から文化 5年の 4年間と少ないため，渡辺

の増加率は参考程度に止めることとする。

 

年
頭数
()増加数を加えた数

享保年間
(1716～1735)

3

寛政4(1792) 70頭余
文化2(1805) 87
文化2年中 7頭増加(94)
文化3年中 3頭増加(97)
文化4年中 6頭増加(103)
文化5年中 2頭増加(105)
明治2(1869)年 122
明治6(1873)年 全滅

図4 嶺岡牧白牛飼養頭数変遷-「小
乳業小史」

 

（２）石井牧士家の白牛飼養と供給実態 

石井家の飼養頭数については，(図 5)『覚』(白牛頭数

調べ)を参考とする。 

これは白牛預り人石井市之丞が，瀧原に対し幕府か

ら預かっている白牛の頭数を報告している文書である。 

「24疋の女(牝)白牛の内，犢牛（子牛）は 5疋，そ

の内 3疋を飼っていて，２疋は母子で江戸に送ってい

る。調査したが子牛の数が間違いないかは判り兼ねる

ので，その様にご報告をお願いします。子年 3月 30日

(この文書は内容から文政 11(1828)年のものと思われ

る。)」2) 

嶺岡牧の白牛は，幕府から許可された 17 人の預か

り人によって飼養されていたが，図 4の白牛頭数の変

遷からみても 24 疋を預かる石井家はかなり多くの白

牛を飼養していたと考えて良いだろう。 

 図 8は野馬方役所への白牛供給の実態を確認する目

的で『御用差上候白牛覚書』の内容を表にしたもので

ある。記録が残る 53 年間で，64 組の白牛母子が江戸

野馬方役所へ送り出されている。年間に 1組も送って

いない年から，多いときで 3組を送っている年もあり，

平均では 1.2組程を供給していた。 

嶺岡牧士であった瀧原家文書には，野馬方役所から

牧士触頭であった瀧原に「白牛の乳が出なくなったの

で代わりの白牛を早く送るように」「乳が良く出る白牛

を選んで送るように」と催促する書状が残されている

ことは以前に示した（白石(2019b)） 

図 8の文政 2年から天保 4年に送った 10頭をみる

と子牛の出生→江戸差し立→戻り迄の期間が 2～3 か

月の白牛が 4頭もいたことが分かり，原材料の供給に

苦慮したであろう事が窺われる。 

反面江戸で搾乳できた期間が長かった白牛には御褒

美が下されていた。図 7の『覚-白牛調べ拾組』は天保

4年～天保 8年に送った 10組について「10組中 6組

は御用立，4 組は御用不立」と，その内容の評価がな

されている。この結果から 9か月以上の白牛が役に立

ったと評価され，それ以下は役に立たなかったとされ

ている。この基準で図 8 全体を評価すると，9 か月以

上 32組，8か月以下 30組，不明 2組となり約半数は

野馬方役所での稼働期間が少ないという結果になった。

白牛の管理記録が残されたことで，より詳細な実態の

把握が可能となった。 

 

Ⅳ．まとめ 

 日本の内発的産業革命遺産である嶺岡牧は，白牛酪

産業の原材料供給地として重要な役割を果たした。 

分業による産業資本の構築は，生産量の爆発的な増

加を可能にする。製造を拡大するためには原材料の安

定供給と，出来上がった製品を販売する市場，原材料

や製品を運ぶ物流力といった，産業を構成する要素を

高い水準で整備する必要がある。 

本報告では，白牛酪産業における分業体制の要素と

しての白牛の供給と物流の実態について迫ることがで

きたが，白牛個体の能力を高める飼養の工夫などは見

出せなかった。乳量の増加，繫殖状況の改善は，品種

改良や飼料の改良等，飼養技術を要し，飼養技術が顕

著に高まるのは明治以降となる。しかし，嶺岡牧周辺

村を含む安房では他地域に先駆けて畜産の近代化に組

織的に取組んだ成果によって以降，地域の主要産業と

しての酪農が形成される。白牛酪産業による内発的産

業革命の影響を受けた結果といえるだろう。
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する。『川名七郎翁遺構』中の白牛頭数記載，『白牛御用
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年
頭数
()増加数を加えた数

享保年間
(1716～1735)

3
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文化3年中 3頭増加(97)
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文化5年中 2頭増加(105)
明治2(1869)年 122
明治6(1873)年 全滅
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年 干支

文化12亥 1 女 🔴🔴 ●

文化13子

文化14丑 2 男 ● ● 🔴🔴

3 女 ● ● ●5

文化15寅 4 男 ●● ●9

5 女 ● ● ●6

文政2 卯

文政3 辰 6 女 🔴🔴 ●8

7 女 🔴🔴● ●

文政4 巳 8 男 ● ●

文政5 午 9 女 ● ● 🔴🔴

10 女 🔴🔴 🔴🔴 🔴🔴 4

文政6 未 11 男 🔴🔴 🔴🔴 🔴🔴

12 男 🔴🔴 ● ●

13 女 ● ● ●5

文政7 申 14 男 ● 🔴🔴 ●

15 男 ● ● ●3

文政8 酉 16 男 ● ● ●

17 男 ● ●3

文政9 戌 18 女 ●
●

●8

19 女 ● ● ●4

文政10亥 20 女 ● ● ●9

21 女 ● ● ？

22 男 ● ● ●

文政11子 23 女 ●● ●

文政12丑 24 男 ●● ●

25 男 ●● ●9

文政13寅 26 男 ●閏3● ●2

天保2 卯 27 男 ●● ●

28 女 ● ●
●
2

29 男 ● ● ●

30 男 ●● ●5

天保3 辰 31 男 ●● ●3

32 女 ● ● ●4

33 男 ● ● ●5

34 男 ● 閏11● ●

天保4 巳 35 女 ●● ●3

天保5 午 36 男 ● ● ●

37 女 ● ● 閏7●

38 男 ● ● ●9

天保6 未 39 女 ●● ●

40 女 ● ● ●3

14

14

11

12

15

10

10

11

14

11

11

11

12

12

16

13

11

13

7 8 9 10 1167 8 9 10 11 12 1 2 3 4 561 2 3 4 5

凡例
 ：出生
●：江戸へ差立て
●：戻る
：御褒美記載無
：御褒美記載有
：c-42-10(石井家文書)

に記載が有るもの。
※各末尾の数字は出生
から戻る迄の月数。

 

白石典子 日本の内発的産業革命遺産である嶺岡牧 6 

天保7 申 41 女 ● ● ●

42 男 ● ● ●7

天保8 酉 43 女 ●
●

●2

44 男 ● ● ●

天保9 戌

天保10亥 45 男 ● ● ●

天保11子 46 男 ●● ●7

47 男 ●● ●6

天保12丑 48 女 ● ● ●4

49 女 ● ● ●

50 男 ● ● ●3

天保13寅 51 男 ●
●

●

天保14卯 52 男 ●● ●2

天保15辰 53 女 ●● ●5

巳

午

弘化4 未 54 女 ● ● ●

55 女 ● ● ●3

嘉永1 申 56 男 ● ● ●

嘉永2 酉 57 女 ●● ●

嘉永3 戌 58 女 ● ● ●

嘉永4 亥

嘉永5 子

嘉永6 丑 59 女 ● ● ●6

60 女 ● ● ●

安政1 寅 61 女 ●● ●7

62 男 ● ● ●4

安政2 卯

安政3 辰 63 男 ● ●4

安政4 巳 64 男 ●

11

10

11

16

10

10

10

10

12

12

 
 

（注） 

１）『御公用方御伝馬人足出方調帳』は 旧南生実村が文政

8(1825)年 1 年間に浜野・曾我野両宿に差出した人馬につい

て記録した文書で，浜野・曾我野両宿の夫役は周辺の村でも

担った為，白牛輸送件数の全てを表したものではない。 

2）差出人の石井市之丞だが，『石井家由緒書』では 2名が確認

できる。権現様(徳川家康)の頃，房州嶺岡で 25 頭立ての御厩を

任された者と，その子で延宝年間(1673年～1681年)に嶺岡御厩

を任された者である。白牛が嶺岡牧に放牧されたのは享保

13(1728)年以降とされているので，上記の市之丞ではなく，子孫

が先祖の名を使用していると考えられる。一方受取人の瀧原は

石井からの報告内容を幕府に報告する立場であるから，歴代の

瀧原家で唯一，牧士触頭を務めた瀧原武左衛門であろう。その 

 

点を踏まえると，瀧原武左衛門が牧士触頭を務めた文政2(1819) 

年～天保 10(1839)年の子年は文政 11(1828)年となる。 

 

【文献】 

白石典子(2019a)千葉県酪農のさと 嶺岡牧講演会 2019 年度 

第3回 嶺岡牧調査研究の最前線 嶺岡牧新発見＆新たな

課題 要旨，千葉県酪農のさと，ｐｐ1-6 

白石典子(2019ｂ)嶺岡牧研究発表会・シンポジウム 第 1回 

要旨，嶺岡牧を知って活用を考える会，ｐｐ1-4 

渡辺誠(1969)日本乳製品小史，有隣堂出版，ｐｐ61-88 

千葉市史 史料編 3，千葉市，ｐｐ418-420 

千葉縣史料 安房國下，千葉縣，ｐ48 

図 8 『御用差上候白牛覚書』-石井家文書- 
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アジア型近代化遺産である嶺岡牧 

日暮  晃一  

わくわくどきどき過ごして  

 
 
Ⅰ．課題の所在 

 明治の開国で先進諸国の技術を導入した原動力革命

が進んだため，江戸幕府が直轄した 4牧のうち 3牧は

清算された。しかし，原動力生産基地としての牧に加

え，岩本正倫の「白牛酪」産業づくりの一環で創り出

された近代酪農の農場制農場となっていたことから，

肉食とともに牛乳・乳製品食による国民の体格・体力

を国是としていた明治政府は嶺岡牧を江戸幕府から引

き継いで直轄地とする方針であった。そのことは，や

はり江戸幕府直轄牧であった小金牧，佐倉牧から牛を

嶺岡牧に移動していることからも確認できる。しかし，

牛疫により白牛が 20 頭ほどしか残らなかったことか

ら嶺岡牧も清算されることとなった。このことが，嶺

岡牧を官製の農場として囲い込んだ近世の第１次エン

クロージャームーブメントとから，民間が主体となっ

て囲い込む近代の第２次エンクロージャームーブメン

トへと歩を進めるのを早める結果となった。 

 ここでは，このように新しい時代を迎えた嶺岡牧及

びそれに関わる地域酪農を対象とし，以下を課題とす

る。 

 １）明治時代に起こった嶺岡牧及びそれに関わる地

域酪農のイノベーションを酪農生産様式の近代化とい

う世界史的歴史法則として位置づけ，それがイギリス

やヨーロッパ諸国とは異なる展開を，サンプリングエ

ラーを避け，妄想・捏造と言っても過言でない嶺岡牧

像を拭い去るために行った悉皆的地域文書調査で得ら

れた１次データに基づき確認する。 

 ２）ヨーロッパ諸国と異なる嶺岡牧の近代化を，発

展段階ではなく発展類型の違いとして捉え，その相違

を水田稲作により形成された社会が要因として整理す

る。 

 ３）安房國畜産集団會による酪農経営の近代化がプ

チブル形成を促進した理由，すなわち江戸時代後期に

大農場制酪農が形成され，明治時代も大農場制酪農が

展開していたにもかかわらず，大正時代に資本制生産

開始時の生産様式に移行を始め，制度的には農地解放

及びそれを恒久化した農地法の制定により小農制をつ

くるという幼児返りの展開となったのかを，落層化を

伴わない水田稲作農耕地域特有のエンクロージャーム

ーブメントによるものとして捉える。 

 ４）さらに，以上のヨーロッパ諸国とは異なる近代

化を人類史に位置づけ，現代が持つ基本問題を解決す

る導き糸となることを示す。 

 

Ⅱ．明治期における嶺岡牧・地域酪農の近代化 

（１）嶺岡牧の近代化 

 明治政府は嶺岡牧を牛乳・乳製品食を国民に広げる

ための牧場とすることを企図し，小間子牧などから牛

を嶺岡牧に移す一方，1869（明治 2）に東京築地商社を

興し，牛乳，乳酪，バター，チーズの製造販売を介し

た。築地牛馬商社を改称した築地牛馬会社の消費地牧

場を管理するため.1870（明治 3）年に牧士触頭の後裔

である吉野郡造と大蔵省通商司との間で請負契約を締

結している。この官営工場・及び消費地牧場・販売店

を管理する会社が 1872（明治 5）年 2月に焼失したた

め牛乳・乳製品の官営工場は短期間で幕を閉じた。 

 嶺岡牧，1873（明治 6）年 12月に広がった牛疫によ

り，大蔵省租税寮勧農課が管理していた嶺岡牧の白牛

268 頭のうち，同場に残ったのは僅か 24 頭であった。

それにより，明治政府は嶺岡牧は官営牧場とせず清算

することに意向を変えた。嶺岡牧は清算処理として勧

農局により管理されていたが，明治政府から嶺岡牧の

現場で管理する職を担当していた石堂麟司の働きかけ

で，野付村の人達の手で民間会社として嶺岡牧で畜産

業を行ない地方産業の拠点としていこうとの気運が盛

り上がり，1876（明治 9年）に野付村 26ヶ村で嶺岡牧

の借受と牛馬の払い下げの願い出し，請願が認められ

た 1879（明治 12）年に有限会社嶺岡牧社 1）が設立され

た。この民間資本による大規模な農場制農場で注目さ

れるのが，野付村全住民の出資である（図 1，図 2） 
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 山田区有文書に残されている嶺岡牧関連の文書をデ

ータベース化するため，2017年に写真撮影及び採録を

行った。山田区有文書に残された嶺岡牧関連資料に江

戸時代の記録は少なく，そのほとんどは明治期のもの

であった。とりわけ，嶺岡畜産株式会社の解散に関わ

る史料が多く，様々な人を巻き込んで紛糾した様子を

知ることができる。調査対象から外した膨大な年貢に

関わる文書の中に嶺岡牧内を開発した見取り田に関す

るデータが存在する可能性があるが，とりあえず対象

から外した。 

 その中で，嶺岡牧社の出資に関する史料として，図

1の「嶺岡牧株取立帳」と，図 2の「嶺岡牧社出納帳」

の 2点の横帳がある。「嶺岡牧株取立帳」には村全戸の

家長名を記している。村にある総ての家から漏れなく

嶺岡牧社の株金を集めるための準備としてリストアッ

プした台帳であることが分かる。そして，「嶺岡牧社出

納帳」には，区を構成する組で出資金を徴収した記録

を出納簿の様に記している。嶺岡牧社は，野付村にあ

図 1 嶺岡牧社の株金を取るため村の家をリストアップした台帳 

資料：山田区有文書 

図 2 区費を集めるがごとく組毎に嶺岡牧社への出資金を集めた記録 

資料：山田区有文書 
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るすべての家が資本家となったものであることから，

集落営農を遙かに超えた地域畜産会社ということがで

きる。その点で，農業資本家と労働者とをつくりだし

たヨーロッパ諸国の第 2次エンクロージャームーブメ

ントと性格が全く異なる。 

 

（２）安房國畜産集団會による酪農経営の近代化 

 地域畜産会社はあくまでも酪農経営に不可欠な生産

手段である乳牛の生産を分担するもので，野付村の農

家から牛を預かり繁殖させ，日常的管理の多くは農家

が担った。こうした酪農経営における乳牛飼養管理の

二重構造は江戸幕府直轄牧時代から引き継いだものだ。

そのため，嶺岡牧の近代化と同時に周辺の農民による

酪農経営の近代化がはかられた。 

 農民の酪農経営近代化においてリーダーとなった石

堂麟司，竹澤弥太郎が多くの文書を残している。 

 嶺岡牧に関する文書は鴨川市と南房総市に残されて

いるものだけで３万点を超えるが，データベース化さ

れているのは千葉県公文書館が整理した石堂家文書と，

鴨川市立図書館による竹澤家文書だけである。石堂家

文書は千葉県酪農のさとに総ての文書を寄付すると提

案されたが，収蔵場所の問題でまだ実現できていない。

ここでは，竹澤家文書に残された「千葉縣安房國牛馬

共進會議事」および「安房國畜産集団會議事」竹澤家

文書により，農家における酪農経営の近代化として何

が行われたのかを確認する（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３ 千葉縣安房國牛馬共進會議事 

資料：平澤家文書 

日暮晃一 アジア型近代化遺産である嶺岡牧 
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図３ 千葉縣安房國牛馬共進會議事 

資料：平澤家文書 

日暮晃一 アジア型近代化遺産である嶺岡牧 10 

 1884（明治 17）年に貝渚で開催された農業談話会で

の発案により翌年に実施された千葉縣安房國牛馬共進

會と安房國畜産集団會で行われたこと，並びに決定し

た酪農経営の近代化を挙げると以下の通りである。 

 a.生産手段である乳牛の改良促進 

  ①よい品種の乳牛生産を普及するため牛馬共進会

の審査ポイントと評価基準の整備および共進会

運営組織と会の運営方法に関する規則の制定，並

びに共進会の開催 

  ②ショートホーンを中心に，各家で飼養していた

役牛を基にして乳牛へと改良していくための種

牡牛の導入 

  ③乳牛の品種改良を行う種畜場の設置 

 b.畜産組合の設置 

  生産手段の改良に関する施設，及び牛馬市場のマ

ネジメント組織として畜産組合を設置。 

 c.牛馬市場の開設 

  伝統的に牛馬の売買等を斡旋した馬喰による商取

引ではしばしば不正取引が行われていたことから，適

正な取引を行う場として市場を解説。 

 これで近代的な地域酪農経営の基礎がつくられたが，

生産手段の改良に偏っている点に特徴がある。 

 

Ⅲ．ヨーロッパ諸国と異なる嶺岡牧の近代化 

 嶺岡牧が江戸時代の第１次エンクロージャームーブ

メント、明治の第２次エンクロージャームーブメント

を辿った流れは，ヨーロッパ諸国と一致する。嶺岡牧

史上珍しく昭和 40年代から嶺岡牧は山林となり，外か

らは見えなくなっているが，野馬土手が嶺岡牧の管理

区画を囲っている様はイギリスのエンクロージャーム

ーブメントでつくられた景観と極似している。管理区

画には管理用の小屋や給餌用施設などが構築されてい

る点も類似していることが，嶺岡牧の遺構配置調査で

明らかとなってきている。しかし，その実態はヨーロ

ッパ諸国に比べ以下の相違を認めることができる。 

 第一に，第 2次エンクロージャームーブメントにあ

たる明治期に展開した民間資本による囲込みが，野付

村の家が皆で出資する村ぐるみで行われてことである。

すなわち，村にある総ての家が資本家となり経営を分

担してい立場となっていることである。これは入会地

を村ぐるみで管理することと，基本的に一致した行動

といえる。 

 第二に，その結果，落層を伴わないことである。こ

れは江戸幕府直轄牧期の第 1次エンクロージャームー

ブメントも安土桃山期からの領主による第 1次エンク

ロージャームーブメントで囲い込まれていた牧を縮小

して受け継いだため落層は伴わないエンクロージャー

ムーブメントであったが，明治期の第 2次エンクロー

ジャームーブメントも地域ぐるみで資本家となったた

め，エンクロージャームーブメントで資本家と労働者

に分化しなかった。エンクロージャームーブメントが

資本家と労働者を分化し，資本制生産の基本となる生

産関係をつくり出す本源的蓄積をいうならば，エンク

ロージャームーブメントの概念と異なる事象である。

むしろ，皆同じ階層に止まらせる動きを取っており，

本源的蓄積が進むのは嶺岡牧の解体以降，とりわけ戦

後の農基法農政以降になる。 

 第 3に，地域に存在する個人の土地，個人の家畜を

少数の資本家が囲込み，家畜を取り上げそこで小規模

に畜産を行っていた人の職業を奪い，住む場所さえな

くすエンクロージャームーブメントではなく，牧で働

き場が創設され，地域暮らしができる条件を提供して

いることである。農家では乳牛を飼養していなかった

ので，乳牛は外部から持ち込んでいることもヨーロッ

パのエンクロージャームーブメントとは異なる。 

 第 4に，第 2次エンクロージャームーブメントでも

嶺岡牧が入会地となっており，そこでの薪拾いなどの

活動が認められていることである。このことは，嶺岡

畜産株式会社を解散するという話が出たときに反対運

動の主要な論点となった。 

 このように，形の上では江戸幕府による第 1次エン

クロージャームーブメントから明治期の民間資本によ

る第 2次エンクロージャームーブメントへと進むが，

その内容は全く異なる。 

 それは，地域ぐるみで地域が管理され，個の活動も

村ぐるみの規範に沿って動くことによりつくられた特

性といえる。これを，稲作三部作が知られる東京大学

農業経済第一研究室の教授であった金沢夏樹先生は，

「ぐるみ組織」と表現し，上流で水を流す場所を変え

るとその下の田がすべて影響を受ける水田稲作農耕を

基本としたアジア独特な人間関係であり，土地を初め

とする地域管理方法であり，それは人々の思考様式に

まで及ぶことを話されていた。まさに，嶺岡牧でのエ

ンクロージャームーブメントは村ぐるみ，さらに嶺岡

牧地域ぐるみで展開したものであり，ヨーロッパのエ

ンクロージャームーブメントとは異なるアジア型エン
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クロージャームーブメントといえよう。 

 なお，これをかつての講座派のように発展段階が異

なり封建遺制が続いていたとの見方もできよう。だが，

小作争議が農業生産力発展の桎梏になっているとの理

解から大正時代に農地解放の原案を作成し，戦後農地

改革を実施し農業総研の所長となった新労農派の綿谷

赳夫先生は，戦前の地主制は発展段階が近代に至って

いないのではなく後発国特有な形で展開したためで発

展類型の相違として整理した。江戸時代に封建的土地

制度でなくなっていることは石井家文書に残された嶺

岡牧に対する代官の手代からの質問状にも明確に読み

取ることが出来る。また，岩本正倫による白牛酪産業

づくりで分業に基づく協業による近代的産業社会をつ

くっており内発的産業革命に当たることが，「嶺岡紀

行」，「白牛酪考」および白井市の川上牧士家文書に残

された白牛酪産業づくりに関する文書を合わせてみて

いくと見えてくる。このことは，幕末にはすでに近代

社会に移行していたことを意味する。したがって，明

治期の第 2次エンクロージャームーブメントもヨーロ

ッパのそれと発展段階が異なるのでは発展類型が異な

るということができる。その違いは，後発制ではなく

社会の相違に起因していた。これまで，社会の相違を

歴史法則に変化を与える要因として認識されてこなか

ったが，嶺岡牧の歴史はその重要性を示す貴重な例と

なった。 

 

Ⅳ．安房國畜産集団會の幼児返り的近代化 

 安房國畜産集団會が進めた地域酪農経営は，近代化

として評価できる。だが，まず協同組合がロッチデー

ルのように労働者の暮らしを守るためにつくられるこ

とから始まるのでなく，同業者組合である畜産組合か

ら始まった点に着目しなければならない。これは，ド

イツが生協でなく，小商品生産者のための協同組合と

し類似している。イギリスと比べ資本制の浸透が弱か

ったドイツで産業革命が進行する際に，本源的蓄積を

進めるのではなくまず小商品生産者が自立するよう歩

を進めている。ライファイゼンの協同組合は，資本力

の低さに対処するために信用事業を中心に行っている。

これが世界の農業協同組合の嚆矢である。 

 嶺岡牧地域の農家も，ぐるみ組織による嶺岡牧・地

域管理により平均化運動が働き，小農が充分に自立し

資本制生産に対応できる段階に至ることの桎梏となっ

ていた。そこで，これら貧しい小農の底上げを行うこ

とが地域社会の課題となり，生協ではなく畜産組合か

ら建設されることになったと位置づけられる。その点

では，ドイツと類似した歴史過程を踏んでいる。しか

し，それは生産手段である乳牛の改良に偏っており，

購買事業や共済事業は 1895（明治）28年に創立された

安房郡畜牛畜産組合まで待つことになる。安房郡畜牛

畜産組合も，定款により良質の乳牛をつくるための事

業は多くの項を設けて記されているが，販売購買事業，

共済事業はそれぞれ 1行で書かれるに止まる。そして，

信用事業はまだ記されていない。 

 これを世界史的脈絡のなかでいかに位置づけたらよ

いかが課題となる。これはまた，大規模な農場制農業

が展開していながら，なぜ戦後の農地解放（1946～1950）

とそれを制度化した農地法（1952年）で，なぜ幼児返

りともいえる小農制をつくりだしたのかに関わってく

る。この命題には，労農派の解釈をもってしても説得

的とは言いがたい。 

 江戸時代から商品作物生産した機内や江戸周辺を除

き，日本の多くの農家は自給的農業に止まり小商品生

産者としては極めて脆弱であった。嶺岡牧地域も，白

牛を預かった僅かな大百姓を除き，小商品生産者であ

る小農となり得ない状況であった。しかし，生活が商

品を購入することで成り立つ近代に入り，この貧しい

自給的小農を商品生産者としての小農へとすることが

必要となる。そこで，嶺岡牧地域産をブランドとする

乳牛の生産に目を付けるが，白牛が美作から導入繁殖

したように，地元の農家に乳牛を飼養しておらず，和

牛を役牛として飼養するに過ぎなかった。乳牛を新た

に購入するよう勧めることは，経済的にも，社会的に

も無理なことから，役牛に優秀な乳牛の種付け行い，

少しずつ商品価値の高い乳牛を生産する小農となるよ

うはかったとみなすことができる。 

 したがって，市場対応も，信用事業も，小商品生産

者である小農としての展開ができるようになってくる

大正時代，すなわち嶺岡畜産株式会社の解散以降にな

って問題となってくる。 

 このように，嶺岡牧の周辺地域に当たる安房地域で

の近代化は，ドイツよりもさらに農業・農村に対する

資本制生産の浸透が進んでいないため，商品生産とす

る労働対象へと導くことから始めたと位置づけするこ

とができる。こうした脈絡を理解せず，小農生産とし

ての安房酪農をイメージすると，安房酪農の起源は安

房國畜産集団會にあるとの間違いを犯す。 

日暮晃一 アジア型近代化遺産である嶺岡牧 
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Ⅴ．核戦争のない未来への導きの糸である嶺岡牧

のアジア型近代化 

 産業革命というと富岡製糸場を思い出すが，日本の

産業革命はそれよりも 80 年前に白牛酪産業から始ま

っていた。原動力革命が遅れたため，本格的な産業革

命は明治以降となったが。岩本正倫は小金牧内で開墾

された土地は地域住民に下げ渡したが，嶺岡牧は白牛

酪の原料を供給する繁殖地農場として牧を縮小せずに

囲込んだ。こうして大農場制の近代酪農場が形成され

た。しかしこの時からすでに水田稲作農業地域のぐる

み社会特有なアジア型エンクロージャームーブメント

であった。1889（明治 22）年に創立した嶺岡畜産株式

会社は創立して 5 年後には約 1000 頭の乳牛を飼養す

る農場となり，嶺岡牧周辺地域は乳牛が大量にいる地

域となった。乳量の多い乳牛に品種改良が進んだこと

もあり，仔牛に飲ませるだけでは生乳が余るようにな

ったため，嶺岡牧周辺地域では明治 20年代から余乳処

理を行う製乳業が「雨後の筍のごとく」と称されるよ

うに次々とつくられた。嶺岡牧で展開したエンクロー

ジャームーブメントは各家が資本家の家となるのか売

るものは労働力だけの労働者の家になるかを分けるも

のではなかったが，家の人達に取り製乳工場は労働の

場となっていった。その意味でもアジア型近代化とい

うことができる。 

 1950 年代後半から核世界における国家の安全が問題

となり，ユタ州立大学で 1968 年 6 月 25 日に科学の進歩

のためにアメリカ科学振興協会太平洋区の会議前に行わ

れた会長演説でカリフォルニア大学サンタバーバラ校の

生物学教授で同協会の会長であった Garrett Hardinが演

説を行った。演説の内容は Scienceの 12月号に掲載され

た。この記事は「コモンズの悲劇」と訳され，日本でも環境

問題の研究者等に広く知られている。しかし，Garrett 

Hardin が問題としたのは環境問題ではなく，核政争は避

けられるかという命題に答えること，すなわち科学が発達

させれば安全で暮らしやすい世界をもたらすことができる

かと言うことであった（Garrett Hardin 1968）。これを分析し

た結果、答えは No であった。それは，個の利益目的に社

会の利益を犠牲にするからである。自分のために自由に

振る舞うことがコモンズのオーバー活用し駄目にするよう

に，社会の利益さえも壊し，そのことへの良心さえ破壊す

ることを指摘した。ミクロ経済では社会的ニーズに応えら

れないのでマクロ経済があることと類似している。だが，そ

のなかで Garrett Hardin は，例外的に日本や中国ではコ

モンズが壊されることなく維持されていることを指摘し，そ

れは謎だとしている。 

 この謎に対する答えを暗に示しているのが，嶺岡牧で展

開したアジア型近代化である。これは，利益を求める場合

でも個が自由に突出するのではなく，ぐるみ組織で目指し

ている世界がつくられ，個はその世界を維持することを前

提に個の利益を求めた動きをするため，入会地を破壊す

るようなことは起こらなかった。それが，貧困で自立できな

い小農を長く維持する結果となっても。 

 Garrett Hardin の悲観的見方に対し，この問題を解決

する方向性を示唆したのが政治学，経済学を専門とする

インディアナ大学教授で，女性初のノーベル経済学賞を

受賞した Elinor Ostromである。Elinor Ostrom（2005）でま

とめているが，Ostromは水利で結びついた社会には共通

した利益を維持しようとする社会が生まれること，それはコ

モンズの悲劇へ対処するシステムになり得ることを指摘し

ている。だが，まさに水利と結びついた価値観が社会の

規範となっているのが水田稲作を基礎とするアジアであり，

長くアジア型規範によって動いてきたのである。それは，

近代化という世界史的流れさえ独特なアジア型に変化さ

せた。このことは，逆にいうと，嶺岡牧で展開したアジア型

近代化は，核戦争を心配することがない新しい世界をつく

り出す導きの糸とすることができることを示している。 

 残念ながら嶺岡牧でのアジア型近代化は，目先の小さ

な個人利益を求めて嶺岡畜産株式会社を解散し，ヨーロ

ッパ型の社会へと進んだために実現しなかった。嶺岡畜

産株式会社の最後の社長である石田浦吉が，生産手段

である乳牛の生産を目的とせずに，酪農の生産物である

生乳を販売する会社に移行しその存続を主張したが，実

現できていればアジア型農場制酪農として大きな利益が

得られたであろう。いずれにせよ嶺岡牧は，SDGｓを超え

た未来社会を創り出す導きの糸という点で，世界遺産をは

るかに凌ぐ世界の宝といえよう。 

（注）  

1）設立後の「嶺岡牧社」定款には株式会社となっている。い

つから有限会社から株式会社に変えたのかは確認できない。 

 

【文献】 

Garrett Hardin（1968）The Tragedy of the Commons，Science, December 13，
pp.1243-1248,. 

Elinor Ostrom（2095 ）Understanding Institutional Diversity，PRINCETON 
UNIVERSITY PRESS   PRINCETON AND OXFORD，355p.. 
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長さ 11.3ｍの巻子 

日本を産業資本制へと歴史を切り開くこととなった切っ掛

けを記す。 

 

岩本正倫著「嶺岡紀行」を実見 

寛政 4年の嶺岡行について記録した紀行文。 

 

嶺岡牧までの行程 

江戸～嶺岡牧は片道 4日。全 28日間の

記録。 

 

江戸の屋敷を出立 

寛政四（1792）年後如月三日（3 月 25 日）に晴れや

かな気分で出立する。 

 

船橋の本陣宿跡 

物見遊山気分の初日。船橋の宿に陽が沈んでから

着く。 

 

姉ヶ崎の本陣宿跡 

袖ケ浦という名の由来に思いを馳せつつ二日目の

旅を終える。 

 

佐貫の関跡 

旅の疲れか寡黙になった三日目。城下町佐貫で宿

泊する。 
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八丁役所跡 

江戸を出て 4 日目の夕に荒れた八丁役所

に着く。周りに人家が無く驚く。 

 

絵図に描かれた八丁の番屋 

嶺岡牧を一時中断した元禄以前に番屋が八丁にあった。 

 

火事 

嶺岡牧に着いた日に岩本正倫が泊まった八丁の役

所が放火で全焼する。 

 

火事の記録 

「嶺岡紀行」に記された八丁役所の火事。陰鬱の気分で過

ごす。 

 

牧士触頭吉野五郎兵衛宅跡（推定） 

昼になり宿舎を牧士触頭の吉野五郎兵衛宅に移し

幕府の判断を待つ。 

 

子馬の誕生 

幕府に「過失無し」と判断され嶺岡牧見分

を再開する。馬は素直なのに・・・と詠う。 

 

ミニ企画展 岩本正倫の嶺岡牧改革 
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を再開する。馬は素直なのに・・・と詠う。 
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元名の仮囲からみた富士山 

雨もやみ宿舎へ向かう途中で嶺岡山より夕映えの

富士を見る。 

 

枇杷白牛酪 

牧見分の宿で醍醐を試作。販売用製作が不許可に

なったので白牛酪の名で販売。 

 
白雲たなびく長狭の山々 

嶺岡牧の色々なところを見廻って日が暮れた。万葉

集の歌を思い出す。 

 

大般若経の五味相生の譬 

徳川吉宗は国民の寿命を延ばすため嶺岡牧に白

牛を放し醍醐の生産を始めた。 

 

白牛酪考 

寛政4（1792）年白牛酪をPRするため岩本正倫が医

師の桃井寅に命じ「白牛酪考」を書かせる。 

 

白牛酪考 

岩本正倫は「白牛酪考」の序文で徳川吉宗が嶺岡牧

で酪農を始めた理由を記す。 
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関連した石井家文書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

乳が出る白牛供給と斃牛処理の通達 

「享保年ゟ時々之舊縁雑集書」瀧原家文書。岩本正倫は近代的牧へ改革す

る。 

 

岩本大明神 

嶺岡牧では着いた日に宿舎を燃やされた岩本正倫だが小

金牧では生神様となった。 

 

白牛酪を関係者に周知化 

白牛酪のステークホルダに白牛酪とはどの様なものを認識

させる。 

 

矢穴が示す嶺岡牧の野馬土手造成期 

寛政の牧改革で野馬土手が一気に造成さ

れた。民間の土地との境を土手で区画。 

 

覚（牧の内にて雉打ち取りに付）  状 

江戸時代 
覚（番屋修復に付）  状 

享保 12年 7月 2日 
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る。 

 

岩本大明神 

嶺岡牧では着いた日に宿舎を燃やされた岩本正倫だが小

金牧では生神様となった。 

 

白牛酪を関係者に周知化 

白牛酪のステークホルダに白牛酪とはどの様なものを認識

させる。 

 

矢穴が示す嶺岡牧の野馬土手造成期 

寛政の牧改革で野馬土手が一気に造成さ

れた。民間の土地との境を土手で区画。 

 

覚（牧の内にて雉打ち取りに付）  状 

江戸時代 
覚（番屋修復に付）  状 

享保 12年 7月 2日 
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御湯殿・御陣屋表口・御台所扱間・御門建

直・井戸縁替五ケ所御修覆用工留見帳  

縦冊 

嘉永 5年 8月 

［御用状］（ペルシャ馬八丁番屋へ差出に付）  状 

江戸時代  6月 26日 

覚（八丁馬番小屋修覆等諸事書留に付）  横帳 

宝暦 9年〜寛政元年 

乍恐口上書仕奉御内意頼候覚（土手垣囲等普請に付願書）  

状 

明和 9年 2月 

［書状］（改革の御礼申上に付）  状 

江戸時代 

乍恐以書付奉願上候（忰牧士跡役申付願）  状 

天保 5年正月 

〔御用差上白牛覚書〕  横帳 

（天保 15年） 
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［書状］（吉野郡蔵触頭役に付）  状 

江戸時代 未 7月 25日 

［書状］（吉野郡蔵触頭役申付に付）  横帳 

（安永 4年）7月 25日 

（小金原鹿狩絵図）  葉 

江戸時代 

小金御鹿狩人割名前写  横帳 

寛政 7年正月 

小金御鹿狩御場絵図  葉 

江戸時代 

19 ミニ企画展 岩本正倫の嶺岡牧改革 
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江戸時代 

小金御鹿狩人割名前写  横帳 
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〔小金牧鹿狩人割名前書上〕  状 

寛政 7年 

御鹿狩御用一件帳  横半 

寛政 6年 11月 

小金御鹿狩日記帳  横半 

寛政 7年 2月 23日 
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古泉千樫と牛 

古泉千樫誕生地 椿の井戸 

古泉千樫の墓 「山焼」の歌碑 

「山焼」の手書き原稿 「雨の一日」の変化 
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